
１．はじめに

（１）高砂市の概要
高砂市は、兵庫県の本州側南部、播磨地方の南東
部に位置し、北・東側は加古川市、西側は姫路市に
接している。市域の範囲は、東西8.00㎞、南北9.57
㎞で、総面積は34.38㎢である。
東西方向に交通幹線がしかれ、国道２号・250号
などの道路、新幹線・JR・山陽電鉄などの鉄道が
通過する。昭和戦後に埋め立てられた沿岸部などに
工場群があり、播磨臨海工業地帯を形成している。
人口は、平成７年10月の97,632人をピークに、令
和元年12月現在では88,112人と、減少傾向にある。
財政規模は、平成31年度当初一般会計予算の歳入
歳出総額はそれぞれ37,930,511,000円で、30年度の
財政力指数は0.90である。歳出のうち、人件費等を
除く文化財関係予算は12,808,000円で、市全体の約
0.034％である。
（２）史跡をとりまく環境
高砂市の市域は、北側に山地が屹立し、南側は海
域に面している。東側は一級河川である加古川が南
流し、中央は加古川の氾濫原となる平野部が広がる。
平野部の中央に、海抜112ｍを最高とする竜山山
地が孤立して丘陵地を形成している。ここでは、古
墳時代前期から現代に至るまで、約1700年間以上、
凝灰岩類からなる岩石を採石し続けている。
竜山石と名づけられた石材は、古墳の石棺材や中
近世の石造物、近現代の建築材などに利用され、時
代ごとに製品や流通を変化させながら生産され続け

ている。竜山山地には、各時代の採石の痕跡や技術
を残した150カ所以上の採石遺構などが分布し、山
地全域が周知の埋蔵文化財包蔵地であり、竜山採石
遺跡となっている。
竜山石の採石業は地域の経済を支え続けた歴史的
な地場産業であり、竜山採石遺跡は生きた生産遺跡
でもある。

２．史跡保存活用計画策定の経緯

（１）調査・研究・周知による文化財評価へ（１期）
石の宝殿は、文献では、「大石」と記された奈良
時代の『播磨国風土記』が初見で、中世以降に二神
の宿る石として信仰の対象となった記録があり、近
世に続き現在も生石神社の御神体としてまつられて
いる。一方、明治期以降、郷土史・考古学等の分野
から、製作の意図・時代・人物像など、謎の解明に
向けた諸論や研究が展開した。
昭和40年代以降に、竜山石の流通に関して研究が
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進展する一方、平成時代になって、採石遺跡の分布
調査が兵庫県教育委員会（以下、「県教委」という。）・
高砂市教育委員会（以下、「市教委」という。）によっ
て実施された。その結果、広域に流通し利用され続
けた生産遺跡として認識され、その歴史的な変遷や
文化財としての価値が明らかになった。
また、各自治体の協力で播磨地域にある採石遺跡
の分布が確認され、研究機関による科学的調査が行
われるなど、生産遺跡としての位置づけや、科学的
アプローチによる石の宝殿の解明も進んだ。
その調査成果を周知するため、県教委・市教委・
民間団体によるシンポジウムや講演会が実施され、
市民がその価値を共有化する機会となった １）。
（２）国指定要件の課題整理（２期）
昭和46年に石の宝殿が兵庫県指定史跡に指定され
たのが行政上の保護措置として初めてであったが、
前記のシンポジウム等で石の宝殿を国指定にすべき
との提言や意見がある一方、平成20年に実施された
レーダー探査等の科学的調査の結果、石の宝殿の劣
化が進行し、保存上危機にあるとの報道がなされた。
これ以降、所有者の生石神社と市教委が協議し、国
指定に向けて取組むことを確認した。その後県教委
と市教委とで、指定の対象・範囲・文化的評価等に
ついて整理する作業を行った。
平成22年度の文化庁との協議では、①指定範囲は
竜山採石遺跡の全域とし土地境界を明示する、②石
の宝殿の文化財的価値を専門家の意見を踏まえて整
理する、とされた。しかし、①は約61haの広大な
範囲で、338筆に及ぶ土地はほとんど境界確定され
ておらず、99.3％を占める民有地の所有者に指定同
意を得るのは到底困難であった。この時点で、国指
定に向けた動きは中座することとなった。
（３）歴史文化基本構想と国指定（３期）
一方、平成20 ～ 22年度に、高砂市は、文化庁に
よる文化財総合的把握モデル事業の採択を受け、歴
史文化基本構想の策定に向けて取組んだ。平成23年
３月に構想を策定し、市固有の歴史文化のテーマの
一つは「竜山石の文化」であり、その中心施設であ

る石の宝殿と竜山石切場の国指定を目指すことを、
策定委員会から提言を受けた（図２） 2）。
平成24年６月に文化庁と県教委が調整する中で、
公図による地番指定で、史跡の構成要素が集積する
宝殿山地区と竜山地区の一部、約11haを史跡の指
定範囲とし、意見具申に向けて課題整理していく方
針が示された。
市教委は、土地所有者の協力のもとで所有状況を
明らかにし、各種課題を整理し、平成26年１月に文
化庁へ史跡指定について意見具申したところ、同年
10月の官報告示で「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」
が史跡に指定され、平成27年３月の官報告示では史
跡の管理団体として高砂市が指定された。
（４）史跡保存活用計画の策定（４－１期）
平成27年６月に市教委は「史跡石の宝殿及び竜山
石採石遺跡保存管理計画策定委員会」（以下「策定
委員会」という。）を設置し、史跡の保存活用に関
する基本方針等を定める計画づくりを開始した。
史跡の本質的価値を定め、史跡内の植生・景観・
建造物の各種調査も併行しながら、史跡の現状と課
題を抽出し、保存管理・活用・整備等に向けた方針
や方向性等を明確にする作業を進めた。
２カ年度の期間を経て、平成29年３月に史跡保存
活用計画（以下「保存活用計画」という。）を策定
した ３）。
（５）史跡の保存活用と整備事業の推進（４－２期）
保存活用計画にもとづき、史跡整備の基本方針や

図２　歴史文化基本構想パンフレット
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整備計画等を定めるため、市教委は「史跡石の宝殿
及び竜山石整備委員会」を平成29年５月に設置し、
当該委員会で意見聴取しながら平成30年３月に「史
跡石の宝殿及び竜山石採石遺跡整備基本計画」を策
定した ４）。
平成30年度から、史跡の所有者及び管理団体であ
る高砂市がそれぞれ事業主体となって、史跡整備事
業に着手している。

３．史跡保存活用計画の概要

（１）本質的価値
１）定義
本史跡は、「国宝及び重要文化財指定基準、特別
史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基
準」の史跡「六．交通・通信施設、治山・治水施設、
生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡」に該
当し、採石に係る生産遺跡として位置づけられてい
る。
史跡指定の理由、解説の概要は下記のとおりであ
る。
「竜山石は、古墳時代に有力者古墳の石室材や石
棺に用いられ、古代には宮都の礎石、中世以降は石
造物、近世には建築材に利用され、生産活動は現代
にいたる。時代ごとに用途や流通を変えながら生
産・加工され、採石技術の変遷と流通の変化を知る
上で需要な遺跡である。
竜山には石の宝殿と呼ばれる岩盤を掘り込んだ、
推定重量465トンにも及ぶ巨石遺構があり、古墳時
代終末期の横口式石槨の未製品説が有力である。古
墳時代の採石技術が分かる貴重な例で、中世までに
生石神社の御神体となり現在も信仰の対象となって
いる稀有な例である。
石の宝殿と竜山石採石遺跡は一体として価値をな
し、1700年間にわたり連綿と採石され続けた、国内
でも稀有な例といえる。」
史跡保存活用計画では上記をふまえて、本史跡の
本質的価値を、「石の宝殿というシンボル的遺構と、
継続的採石活動の痕跡」とまとめた。石の宝殿と竜

山石採石遺跡を、高砂市の歴史文化を表徴する活き
る遺産であるとした（図３）。
２）歴史的重層性とその整理
竜山山地では、古代から現代に及ぶ採石活動が行
われており、同一石材を産出し続ける採石遺跡とし
ては、おそらく、国内で最も長期間にわたって活動
が行われている。
竜山石の歴史は、時代ごとに流通の範囲や製品等
の様相が異なり、史跡指定地外であるが現在も採石
業が継続する。また、史跡の構成文化財には、木造
建築・石造物の信仰対象物や、景勝地、採石遺構な
どがあり、形態や種別が異なるなど、一見雑多な構
成となっている（図４）。
この多様な構成文化財は、史跡という過去の痕跡
という定義のみでとらえることはできない。単に、
生産活動の中心地と限定するのではなく、生産地と
消費地が一体となって石の文化が形成されているの
であり、その文化の広がりの中心施設が竜山にある
としたのが、平成23年に策定した歴史文化基本構想
の考え方である。
構想では、高砂市の地域的特性は「竜山石の文化」

図３　史跡の本質的価値

図４　史跡の構成文化財
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であり、時間を縦軸に、空間を横軸に、有形無形の
文化や文化資源が広がることから、「竜山石の文化
関連文化財群」として整理した（図５）。保存活用
策としては、中心施設を史跡として保護し、文化的
景観として生産活動をとらえ、その存在と価値を顕
在化しながら、まちづくりとひとづくりを展開する
方針を定めた。
多数の散らばりをかき集めてまとめるのではな
く、1,700年間の採石活動の継続を中心軸に、そこ
から波及した系譜としてとらえていく考え方であ
る。保存活用計画では、この歴史文化基本構想の考
え方がなければ、史跡の本質的価値や構成要素等の
整理をすることが困難であったといえる。
（２）史跡の構成要素
１）区分（図６）
保存活用計画では、史跡指定地内に存する、（１）
本質的価値を構成する諸要素（主たる要素）と、（２）
本質的な価値を有しない要素（その他の諸要素）に
２区分する。

主たる要素は、１）石の宝殿、２）石の宝殿関連
遺構、３）竜山石採石遺跡、４）自然的要素に４区
分し、（２）その他の諸要素は、１）史跡の保護に
有効な諸要素、２）生石神社関連要素、３）それ以
外の要素に３区分する。
さらに、史跡指定地外を、史跡の周辺環境を構成
する諸要素として整理し、今後の史跡範囲の追加指
定や、環境保全に関する課題・方針も定めることと
した。
２）諸要素
以下に、各構成要素の概要を記す。
まず、（１）１）石の宝殿を構成する要素で、古
代の巨石遺構であり、生石神社の御神体そのもので
ある。
次に、２）石の宝殿関連遺構は、ア生石神社関連
遺構とイ竜山１号墳である。アは、神社境内にある、

図５　竜山石の文化関連文化財群相関図

図６　史跡構成要素の体系図
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近世の木造建築３棟の歴史的建造物と、石灯籠など
13基の石造物である歴史的工作物である。イは、古
墳時代終末期の古墳で、石の宝殿製作時期と重なる
可能性が高いことが発掘調査で確認された。
３）竜山石採石遺跡は、ア採石関連遺構とイ石造
遺構である。アは、山中の岩盤を採石した痕跡（古
代～近世）で31か所ある。石引道・ふいご場・未製
品など採石工程を示す関連遺構もあり、生産活動の
実態を示す。イは江戸時代の天保７年（1836）に岩
盤に三大字を刻んだ観涛処で、景勝地となっており、
年代が明確な採石遺構でもある。
４）自然的要素は、竜山石を産出する地盤たる土
地である。
（２）その他の諸要素は、史跡指定地内にある近
代以降の要素で、１）史跡の保護に有効な要素は、
史跡標識や展望地点など、２）生石神社関連要素は、
生石神社境内にある近現代の施設や便益施設などで
ある。
（３）構成要素・地区区分ごとの整理
保存活用計画では、構成要素ごとの現状を58項目
に分けて列記した。次に、史跡指定地全体の現状９
項目に対し、13項目の課題を導き出した。これら課
題を解決する手立てを、保存・活用・整備・運営体
制整備の分野ごとに、整理した。
さらに、史跡指定地は広範囲にわたり状況が各所
で異なるため、５地区に区分し（図７）、それぞれ
の課題と解決策をまとめた。そのうちのいくつかを
記すことにする。
Ａ石の宝殿・生石神社中枢地区は、生石神社境内
の枢要な箇所とし、神社による維持管理と調整・協
力を図りながら、適切な保存管理を目指す。石の宝
殿は御神体として祀られ、築造時の姿のまま保存継
承されてきたが、上面や周囲岩盤にある樹木は実生
木で土砂が堆積するなど、安全上、景観上、石造遺
構としての保存上に、対策が必要であることから、
早期に除去すべき対象物を選別し、日常管理も含め
た保存管理の対策が必要とした。
Ｂ通路・採石遺構分布地区は、加茂神社が所有す

る山林の尾根沿いに、観涛処と多くの採石遺構が分
布するが、遺構の大半は樹林地に埋没していて、現
代の採石により崖面が形成され見学するには危険な
箇所となっている。採石遺構周辺の樹木伐採や適切
な保存活用とともに、石の宝殿のある宝殿山地区と
結ぶ動線でもあることから、将来的に安全対策・防
災措置を講じるための整備を図る。
その他Ｃ・Ｄ・Ｅ地区は、竜山地区・宝殿山地区
の山林や宅地で、活用のための園路確保をすること
など以外は、歴史的景観を維持しながら、適切な維
持管理に努める。
（４）保存活用の方針
上記の現状・課題を解決する方向性としては、史
跡の本質的価値を良好な状態で構成に継承するため
に、保存管理・活用・整備・管理運営の項目ごとに、
保存活用の基本方針を定めている（図８）。
保存管理では、現状変更等に関して、全般的な取
扱方針と取扱基準を示し、全地区共通と地区ごとに、

図７　保存管理の地区区分図
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行為の種別ごとに取扱基準を設けた。
植物管理の原則を定め、地形の改変を認めず、建
築物・工作物の改変を原則認めない方針としたが、
宗教活動上必要な行為は個別判断のもとで一定程度
許容する基準となっている。
活用と管理運営の基本方針では、管理団体である
市が、所有者や市民による主体的な保存活用の動き
と連携を図りながら、円滑かつ積極的な取組みを行
う。整備の基本方針では、整備イメージを示し、確
実な保存と公開活用・環境整備の方向性を定めた。

４．史跡保存活用の課題と解決

（１）策定委員会の意見
保存活用計画策定にあたり設置された策定委員会
で、議論となった点をいくつか挙げることとする。
史跡指定地内に昭和戦後の採石で生じた崖上を通
る危険な通路があり（図９）、展望地点ともなる危
険箇所の安全対策として手すりや安全柵を設置した
場合、人の命を守るための恒久的な維持管理が可能
か、景観上問題があり避けるべきではないか、など

の議論があった。観光部門の委員からは、通路を整
備し、危険性も観光資源として活用し、広く史跡が
見学できるよう利便性を優先すべき、との意見が出
たが、現地視察の結果、安全対策が完遂できる目途
がたつまでは通行禁止せざるを得ない、となった。
史跡の保存と観光振興策に関する意見の相違であっ
た。
地元住民からは、日常管理として樹木を伐採する
際に行為を制限されるのはいかがなものか、との意
見に対し、他の住民代表から、景観をよくするため
に木を切る、整備するために必要な手続きと解釈す
ればよいと進言があった。
その他、史跡を保存することを第一とし、活用は
整合性を図りながら進めるべき、史跡内外からの景
観は変わっていく景観なので植生管理するエリアと
自生を待つエリアと区分するべき、などの意見も
あった。
（２）文化財とまちづくり
意見具申の際に課題となったのは、文化財保護と
まちづくり政策との、行政方針の対向であった。
史跡指定予定地に昭和39年に決定された都市計画
道路予定地が存在し、史跡指定すれば指定地が道路
によって分断されるので指定は不可能である、また、
将来道路建設する時に史跡を損壊する可能性を残し
たままでは指定できない、道路計画を廃止するよう
要請があった（図10）。

図８　保存活用の基本方針

図９　竜山地区の危険な尾根道 図10　都市計画道路予定地（変更前）

平成30年度 遺跡整備・活用研究集会報告書112



都市計画の変更手続きは、住民の合意形成などに
も時間を要し、すぐにできるものではない。意見具
申の提出期限が迫る中、史跡を取るか、道路を取る
か、政策判断を要する案件として、市の政策会議を
行うこととなった。最終的に、市の政策が両立する
方法として、次回の計画変更時に道路計画を廃止す
る、計画上は仮に工事を実施するとしても地下トン
ネルで地表面を掘削しない、とした。路線としての
機能が周辺道路により確保されているという理由
で、平成28年３月に道路計画は廃止された。
公共の利益として、利便性より地域の個性、開発
より文化財保護、を選択したもので、局部的である
だろうが、地方政策の判断の一例と言えるのではな
いだろうか。
（３）信仰対象物の史跡指定と政教分離
本史跡の指定地は、公有地はなく、民間所有の４
筆の土地で、いずれも宗教法人が所有している。神
社の御神体、石の宝殿が史跡の対象物そのものであ
る。神による製作と神社縁起にも記され、平安時代
以降、信仰が継続してきているのである。御神体を
人工物と公言されることすら、理念上、所有者は抵
抗があった。
また、史跡指定されれば、宗教行為や日常生活等
が制限される恐れがあり、所有者からデメリットし
かないのではないかと指摘があった（図11）。検討
の結果、本社などの近世建築や石灯籠などの石造物
を構成要素とし、今後所有者が施設の維持管理や補

修する際、補助制度を活用できることとなった。そ
れは、信仰の歴史が文化財保存そのものであるとい
う考え方にもとづく。
そもそも千数百年の間、石の宝殿が製作当初の姿
で保存されてきたのはなぜか。誰がいつ作ったのか
わからず放置されたのではなく、人間業では作るこ
とができない、理解できない、神業ではないか、と
いつしか恐れ多いものとして信仰の対象となった。
神として崇められ、氏子や地域住民によって大事に
され現在に至っている。すなわち信仰する行為が保
存する行為につながり、その結果、石の宝殿は人々
の手によって、当初の姿で守り伝えられてきたので
ある。
保存活用計画策定の過程では、神社の意見を尊重
し、これまで行ってきた宗教行為を制限せずに、史
跡として保護を図ることを第一義としながら、課題
解決を図ることとした。策定委員会等の議論の中で
も、所有者である神社との意思疎通を最優先しなが
ら、議論を進めた。
史跡指定申請のごく初期のころ、所有者は協調や
同意を拒んできた。やがて時が経つにつれ、御神体
を文化財であると認識するようになった。
その認識に至った象徴的な出来事がある。県教委
が平成の初めに県指定文化財の説明板を設置したも
のの、間もなく所有者によって撤去された。解説内
容等に不満があったという。その後20数年を経て、
史跡指定を喜んだ所有者が、自己資金で史跡説明板
を設置した。
このとき、信仰活動と文化財保存が同一線上につ
ながったといえる。石の宝殿が昭和46年に県指定さ
れ、国指定までに43年かかったのも、上記の認識に
至るまでに、世代を超えて、さらに時の経過が必要
であったからかもしれない。
しかし、完全に理解されたのではなく、行政や議
会では、政教分離の問題が根強くわだかまりがあり、
史跡整備事業を実施している現在でも、ことあるご
とに議題にのぼる。宗教行為の対象物を保全するの
に、公費を投入してよいのか、という議論である。図11　生石神社秋祭り
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宗教は広範に社会生活と接触し完全分離すること
は不可能である、と文化財補助金の適正な支出をめ
ぐる最高裁判例がある ５）。この判例では、宗教法人
であるがために公金を支出しないことは逆差別につ
ながる、と続くが、ここでは詳細に述べることは控
え、問題の指摘にとどめたい。
（４）史跡保護の手続きと住民への理解促進
史跡指定後、生石神社へ見学する人数が増加した。
こんな大事な史跡が身近にあって、市民の手でもっ
と活用できないかと、平成29年に近隣住民によって
「石の宝殿研究会」が自主的に設立され、積極的な
活動も展開している（図12）。ほかにも、史跡への
アクセス面で、史跡周辺地の看板設置や道路拡幅等
が進んでいる。保存活用計画での課題項目が、解決
へ向かっている一例である。
一方、史跡指定地外の竜山採石遺跡周辺では、開
発行為が進み、周辺環境を保全するための課題が残
されている。都市計画・環境・産業振興等の関連省
庁や部局との連携による対策が今後検討材料として
残されている。

５．史跡の保存活用に向けた取組み

史跡指定後、保存活用計画の策定に続き、史跡整
備基本計画にもとづき、平成30年度から史跡整備事
業が開始され、間断なく事業が推進している。住民
への理解促進や、事業予算の確保や行政内での課題
解決などが平行して行われている。

平成23年の歴史文化基本構想の策定段階では、史
跡指定は中長期の努力目標に位置づけられていた
が、今では史跡の保存活用が行政計画として位置づ
けられ、政策展開が可能となった。当初から携わっ
てきた担当者としては隔世の感がある。
現在、事業展開する中で、保存活用計画や本稿で
指摘した課題が、問題となって起き上がってくるこ
ともある。決して完全に課題は解決しているわけで
もなく、提示にとどまっているものも少なくない。
しかし、その課題解決策を講じるうえで、対話をく
り返し理解を求めつつ、一つ一つの事象を認識し方
向性を定めていくことが必要であり、保存活用計画
の存在は不可欠であると認識しているところであ
る。
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図12　石の宝殿研究会の活動風景

図13　史跡整備イメージ
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